
公Ⅲ 世
せ

界
かい

の中
なか

の 私
わたし

たち 2.3 社
しゃ

会
かい

権
けん

がわかる 

 

本
ほん

日
じつ

のテーマ 

 日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

が保
ほ

障
しょう

する社会権
しゃかいけん

がわかります。 

 

キーワード   人権
じんけん

の例
れい

 

□ 平
びょう

等
どう

権
けん

： 女性
じょせい

の権
けん

利
り

 

LGBTQ＋の人権
じんけん

 

外国人
がいこくじん

の権利 

□自由権
じ ゆ う け ん

： 精神
せいしん

の自由（思想
し そ う

・良 心
りょうしん

の自由、信 教
しんきょう

の自由、表 現
ひょうげん

の自由、学問
がくもん

の自由） 

身体
しんたい

の自由 

経済
けいざい

の自由 

□社会権
しゃかいけん

： ①生存権
せいぞんけん

 

② 教
きょう

育
いく

を受
う

ける権利 

③勤労
きんろう

の権利（労
ろう

働
どう

三
さん

権
けん

：団
だん

結
けつ

権
けん

、団
だん

体
たい

交
こう

渉
しょう

権
けん

、団
だん

体
たい

行
こう

動
どう

権
けん

） 

④参政権
さんせいけん

（※外国人
がいこくじん

の参政権
さんせいけん

） 

⑤請
せい

求
きゅう

権
けん

（裁判
さいばん

を受
う

ける権利、国
こっ

家
か

賠
ばい

償
しょう

請
せい

求
きゅう

権
けん

、刑
けい

事
じ

補
ほ

償
しょう

請
せい

求
きゅう

権
けん

） 

 

  



Ｑ：社
しゃ

会
かい

権
けん

とは、何
なん

ですか？ 

Ａ：社会権とは、人間
にんげん

らしい生
せい

活
かつ

をする権
けん

利
り

のことです。 

社会権には、生
せい

存
ぞん

権
けん

、 教
きょう

育
いく

を受
う

ける権利、勤
きん

労
ろう

の権利の３つがあります。 

ここでは、それに参政権
さんせいけん

と請 求 権
せいきゅうけん

を加
くわ

えて説明
せつめい

します。 

 

①【生存権】 

人間らしい生活ができるように、国家
こ っ か

に請
せい

求
きゅう

する権利です。 

例
たと

えば、 病
びょう

気
き

になって生
せい

活
かつ

に困
こま

ったときに、国家によって生

活が保護
ほ ご

される（生活保護）権利が保障されています。 

 

 

＊日
に

本
ほん

国
こく

憲
けん

法
ぽう

第
だい

２５ 条
じょう

を読んでみよう 

第 25 条 すべて国民
こくみん

は、健康
けんこう

で文
ぶん

化
か

的
てき

な最
さい

低
てい

限
げん

度
ど

の生活
せいかつ

を 営
いとな

む権利を有
ゆう

する。 

 

Article 25. All people shall have the right to maintain the minimum standards of 

wholesome and cultured living. 

 

 

②【教育を受ける権利】 

憲法は、学
がっ

校
こう

で学
まな

ぶ権利を保障しています。 

義
ぎ

務
む

教
きょう

育
いく

（ 小
しょう

学
がっ

校
こう

、 中
ちゅう

学校）は無
む

料
りょう

です。 

外国人の子
こ

どもたちも、無料で義務教育を受けることができ

ます。 

 

 

 

  



③【勤労の権利】 

勤労の権利とは、 働
はたら

く権利のことです。 

働く人は、労働
ろうどう

三権
さんけん

とよばれる権利を持っています。 

労働三権とは、 

団結権
だんけつけん

、 

団
だん

体
たい

交
こう

渉
しょう

権
けん

、 

団
だん

体
たい

行
こう

動
どう

権
けん

 

の３つです。 

・団結権とは、労
ろう

働
どう

組
くみ

合
あい

をつくる権利です。 

ひとりでは弱
よわ

いため、団結することが認
みと

められています。 

・団体交渉権とは、労働組合が経営者と対
たい

等
とう

に話
はな

し合
あ

う権利です。 

・団体行動権とは、労働者が団
だん

結
けつ

して仕事を放
ほう

棄
き

する権利です。 

自分たちの要
よう

求
きゅう

を実
じつ

現
げん

するために、こうした行
こう

動
どう

が必
ひつ

要
よう

な場
ば

合
あい

もあります。 

 

Ｑ：④参政権
さんせいけん

とは、何ですか？ 

Ａ：参政権とは、国民が政治に参加する権利のことです。 

参政権には、選挙権
せんきょけん

と被
ひ

選挙権があります。 

・選挙権とは、投
とう

票
ひょう

する権利です。 

18歳
さい

以
い

上
じょう

のすべての国民が投票する権利を持
も

っています。 

・被選挙権とは、立
りっ

候
こう

補
ほ

する権利です。 

議
ぎ

員
いん

や知
ち

事
じ

、市
し

長
ちょう

に立候補することが出来ます。 

 

  



Ｑ：⑤請
せい

求
きゅう

権
けん

とは、何ですか？ 

Ａ：人権が守
まも

られていないときに、その 救
きゅう

済
さい

を求
もと

める権利です。 

具
ぐ

体
たい

的
てき

には、以
い

下
か

の３つがあります。 

裁
さい

判
ばん

を受
う

ける権利、国
こっ

家
か

賠
ばい

償
しょう

請
せい

求
きゅう

権
けん

、刑
けい

事
じ

補
ほ

償
しょう

請
せい

求
きゅう

権
けん

です。 

 

裁判を受ける権利とは、何ですか？ 

不
ふ

利
り

益
えき

を受けないために、誰
だれ

もが公
こう

正
せい

な裁判を受けることができることです。 

日本国憲法第３２条で定
さだ

められています。 

 

国
こっ

家
か

賠
ばい

償
しょう

請
せい

求
きゅう

権
けん

とは、何ですか？ 

国
くに

や地
ち

方
ほう

公
こう

共
きょう

団
だん

体
たい

によって損
そん

害
がい

（不
ふ

利
り

益
えき

）を受けました。 

その時
とき

は、裁判を起
お

こして、国や地方公共団体に補
ほ

償
しょう

を求めることができます。 

これは、日本国憲法第１７条で定められています。 

 

刑
けい

事
じ

補
ほ

償
しょう

請
せい

求
きゅう

権
けん

とは、何ですか？ 

 逮
たい

捕
ほ

されて、拘
こう

束
そく

されました。しかし裁判で無
む

罪
ざい

になりました。 

その時、拘束されていた時
じ

間
かん

や気持
き も

ちの補
ほ

償
しょう

（compensation）を受けることができます。 

これは、日本国憲法第４０条で定められています。 

 

★社会権について、あなたが大
だい

事
じ

だと思
おも

ったことを書
か

きましょう。 

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                               

 

 


